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特
集
　
敗
戦
74
年
、「
加
害
」と「
被
害
」を
考
え
る
た
め
に

改
め
て
、
そ
の
後
継
組
織
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
新
し
い
「
会
」
は
、
今
ま
で
の
会
の

名
称
＝
「『
植
民
地
歴
史
博
物
館
』
と
日
本
を
つ

な
ぐ
会
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
ま
す
。

新
「
つ
な
ぐ
会
」
は
、
①
博
物
館
を
日
本
か
ら

サ
ポ
ー
ト
、
②
博
物
館
見
学
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
な
ど
の
企
画
、
学
習
・
交
流
の
推
進
、
③
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、な
ど
を
活
動
目
標
と
し
ま
す
。

そ
の
最
初
の
仕
事
と
し
て
、
植
民
地
歴
史
博
物
館

の
２
階
常
設
展
示
室
（「
第
１
ゾ
ー
ン
：
日
帝
は
な
ぜ

朝
鮮
を
侵
略
し
た
の
か
」「
第
２
ゾ
ー
ン
：
日
帝
の
侵
略
戦

争
、
朝
鮮
人
に
何
が
起
こ
っ
た
か
」「
第
３
ゾ
ー
ン
：
同
じ

時
代
、
違
う
人
生
–
親
日
と
抗
日
」「
第
４
ゾ
ー
ン
：
過
去

を
乗
り
越
え
る
力
、
い
ま
、
私
た
ち
は
何
を
す
る
べ
き
か
」）

の
展
示
資
料
に
つ
い
て
の
日
本
語
『
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
』
の
発
刊
を
目
指
し
ま
す
。
現
在
、
翻
訳
作
業

を
ほ
ぼ
完
了
し
、
デ
ザ
イ
ン
、
編
集
作
業
を
進
め

て
い
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

新
「
つ
な
ぐ
会
」
は
、
現
在
、
会
へ
の
入
会
、

カ
ン
パ
な
ど
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
や
の
・
ひ
で
き
／
「
植
民
地
歴
史
博
物
館
」
と
日
本
を

つ
な
ぐ
会
事
務
局
・
写
真
提
供
・
筆
者
）

「
植
民
地
歴
史
館
を
つ
な
ぐ
会
」

〔
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座
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東
京
都
新
宿
区
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楽
河
岸
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–
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東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
№
23

植
民
地
支
配
下
で
旧
日
本
軍
の
軍
人
・
軍
属
と

し
て
強
制
動
員
さ
れ
、
戦
死
し
た
韓
国
人
の
遺
族

27
名
が
靖
國
神
社
へ
の
無
断
合
祀
を
取
り
消
す
よ

う
求
め
た
ノ
ー
！
ハ
プ
サ
第
２
次
訴
訟
に
お
い

て
、東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
28
部
は
５
月
28
日
、

原
告
の
訴
え
を
す
べ
て
斥
け
る
不
当
判
決
を
言
い

渡
し
た
。
判
決
理
由
の
説
明
も
な
く
、「
原
告
の

訴
え
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
」
と
い
う
一
言
で
裁

判
官
は
逃
げ
去
っ
た
。
原
告
は
「
簡
単
に
何
も
言

わ
ず
に
判
決
が
終
わ
っ
た
の
で
本
当
に
怒
り
を
覚

え
る
。裁
判
官
自
身
過
ち
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
」

（
李
明
九
さ
ん
）「
怒
り
が
い
っ
ぱ
い
で
、
こ
こ
で
今

か
ら
、
父
の
名
を
取
り
消
す
ま
で
座
り
込
み
し
た

い
気
持
ち
だ
」（
朴
南
順
さ
ん
）
と
、
裁
判
所
の
態

度
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
。

判
決
書
は
３
１
６
頁
と
一
見
分
厚
い
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
、
添
付
資
料
と
し
て
原
告
の
準
備
書

面
を
そ
の
ま
ま
綴
っ
た
も
の
だ
。
判
決
の
「
認
定

事
実
」
に
は
、
戦
後
の
靖
國
神
社
に
よ
る
戦
没
者

合
祀
の
経
過
こ
そ
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、

原
告
ら
の
訴
え
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な

い
。
裁
判
所
は
原
告
の
訴
え
を
自
ら
咀
嚼
す
る
こ

と
さ
え
放
棄
し
、単
な
る
付
属
物
に
貶
め
た
。「
著

し
く
怠
惰
な
判
決
」（
大
口
昭
彦
弁
護
団
長
）
だ
。

判
決
は
、
原
告
の
訴
え
を
一
切
事
実
認
定
し
な

か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
被
告
靖
國
神
社
に
は
、

一
宗
教
法
人
と
し
て
憲
法
20
条
１
項
の
規
定
す
る

信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
…
我
が

国
に
お
け
る
信
教
の
自
由
の
保
障
の
基
本
的
な
枠

組
み
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
合
祀
行
為
等
が
信
教
の

自
由
の
保
障
の
及
ぶ
適
法
な
行
為
」
と
遺
族
に
無

断
で
行
わ
れ
た
靖
國
神
社
合
祀
を
「
適
法
」
と
ま

で
言
い
、「
本
件
各
合
祀
行
為
等
は
、
単
に
本
件

各
被
合
祀
者
を
被
告
靖
國
神
社
に
合
祀
し
、
そ
の

合
祀
を
継
続
す
る
行
為
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ

う
な
行
為
を
も
っ
て
、
被
合
祀
者
を
揶
揄
し
、
あ

る
い
は
侮
辱
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

社
会
通
念
上
許
さ
れ
る
限
度
を
超
え
て
原
告
ら
の

人
格
的
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
到
底
い
え
な

い
」
と
切
り
捨
て
た
。「
法
的
保
護
に
値
し
な
い
」

と
判
断
す
る
に
至
っ
た
根
拠
が
何
一
つ
示
さ
れ
な

い
結
論
あ
り
き
の
判
決
で
あ
る
。

今
回
の
判
決
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、「
植
民

地
支
配
」
に
つ
い
て
、
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い

こ
と
だ
。
原
告
側
は
植
民
地
支
配
下
に
行
わ
れ
た

朝
鮮
で
の
民
衆
弾
圧
と
加
害
者
の
靖
國
神
社
合

ノ
ー
！　
ハ
プ
サ
第
２
次
訴
訟

５
・
28
東
京
地
裁
不
当
判
決
に
つ
い
て

山
本
直
好
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特
集
　
敗
戦
74
年
、「
加
害
」と「
被
害
」を
考
え
る
た
め
に

祀
、
原
告
の
肉
親
の
悲
惨
な
死
の
実
相
、
侵
略
神

社
と
し
て
の
靖
國
神
社
に
合
祀
さ
れ
る
韓
国
人
遺

族
の
苦
痛
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
判

決
は
「
原
告
ら
は
、
被
告
靖
國
神
社
の
有
す
る

『
歴
史
観
』
な
る
も
の
を
る
る
論
難
す
る
が
、
上

記
判
断
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
歯
牙
に

も
か
け
な
い
。
２
０
１
１
年
７
月
21
日
の
ノ
ー
！

ハ
プ
サ
第
１
次
訴
訟
一
審
判
決
が
「
韓
国
国
籍
を

有
す
る
原
告
ら
が
、
植
民
地
時
代
に
日
本
国
に
徴

兵
、
徴
用
さ
れ
て
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
場
に
赴

き
、
死
亡
し
た
者
の
遺
族
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
被
告
靖
國
神
社
に
よ
る
本
件
合
祀
行
為
等

に
対
し
強
い
拒
絶
の
意
思
を
示
し
て
い
る
こ
と
自

体
に
つ
い
て
は
、
原
告
ら
の
歴
史
認
識
等
を
前
提

に
す
れ
ば
、理
解
し
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
、

曲
が
り
な
り
に
も
「
植
民
地
支
配
」
に
言
及
し
た

こ
と
と
比
較
し
て
も
著
し
い
後
退
だ
。

本
件
訴
訟
は
植
民
地
支
配
下
に
軍
人
軍
属
と
し

て
強
制
動
員
し
、
死
に
至
ら
し
め
な
が
ら
、
戦
後

は
一
切
の
戦
後
補
償
措
置
か
ら
排
除
す
る
一
方
、

遺
族
に
無
断
で
日
本
政
府
が
靖
國
神
社
に
戦
没
者

情
報
を
調
査
し
提
供
し
、
宗
教
行
為
で
あ
る
合
祀

を
靖
國
神
社
と
共
同
で
推
進
し
、
そ
の
結
果
、
植

民
地
支
配
の
加
害
者
と
一
緒
に
天
皇
の
侵
略
戦
争

を
担
っ
た
「
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
い
う
苦
し

み
を
遺
族
に
負
わ
せ
続
け
て
い
る
事
件
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
遺
族
の
苦
し
み
の
根
源
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
出
発
点
に
し
て
は
じ
め
て
、
靖
國
神
社
合

祀
の
暴
力
性
が
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、「
認

定
事
実
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
の
関
心

は
、
靖
國
神
社
合
祀
事
務
が
合
憲
・
合
法
か
ど
う

か
に
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
裁
判
所

は
本
件
訴
訟
の
本
質
を
全
く
理
解
し
な
い
ま
ま
判

決
を
書
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
裁
判
所
が
戦
後
の
靖
國
神
社
合
祀
の

詳
細
な
事
実
認
定
を
行
っ
た
背
景
に
は
、
原
告
側

が
情
報
公
開
制
度
等
を
利
用
し
て
多
く
の
厚
生
労

働
省
や
沖
縄
県
公
文
書
館
所
蔵
の
靖
國
神
社
合
祀

関
連
文
書
を
掘
り
起
し
、
徹
底
し
た
立
証
を
加
え

た
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
事
実
だ
。
判
決
92
頁
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
①
本
件
各
被
合

祀
者
が
合
祀
さ
れ
た
時
点
よ
り
も
前
に
発
出
さ
れ

た
第
３
０
２
５
通
知
に
添
付
さ
れ
た
『
靖
國
神
社

合
祀
事
務
協
力
要
綱
』
に
は
、『
な
し
う
る
限
り

好
意
的
な
配
慮
を
も
っ
て
、
靖
國
神
社
』
の
合
祀

事
務
の
推
進
に
協
力
す
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
た
こ

と
（
認
定
事
実(
１)
ウ(
ア)

）、
②
被
告
の
間
に
お
い
て

は
、
昭
和
31
年
１
月
23
日
か
ら
昭
和
45
年
６
月
25

日
ま
で
の
期
間
の
み
を
見
て
も
、
合
計
21
回
に
わ

た
っ
て
合
祀
基
準
等
に
関
す
る
打
合
会
が
開
か
れ

て
お
り
（
認
定
事
実
（
１
）
エ
）、
そ
の
際
に
、
被

告
国
の
担
当
者
が
、
被
告
靖
國
神
社
側
に
、
合
祀

基
準
に
関
す
る
提
案
を
し
た
場
面
も
見
受
け
ら
れ

る
（
認
定
事
実
（
１
）
エ
（
エ
）
及
び
（
オ
））、
③
被

告
国
か
ら
被
告
靖
國
神
社
に
対
し
て
提
供
さ
れ
た

情
報
が
１
５
０
万
名
分
と
大
規
模
で
あ
り
、
情
報

提
供
行
為

も
長
期
間

に
わ
た
る

こ
と
（
甲

Ｂ
３
４
、

弁
論
の
全

趣
旨
）、
④

そ
の
よ
う

な
事
務
に

つ
い
て
の

経
費
に
つ

い
て
は
、

国
費
か

ら
予
算
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
（
認
定
事

実
（
１
）
ウ
）
か
ら
す
る
と
、
被
告
国
に
よ
る
戦

没
者
情
報
提
供
行
為
に
つ
き
、
被
告
靖
國
神
社
を

特
別
に
優
遇
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
者

が
生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
」（
下
線
は
筆

者
）。
裁
判
所
に
よ
る
詳
細
な
事
実
認
定
は
、
す

べ
て
、
こ
の
「
可
能
性
」
を
打
ち
消
す
た
め
の
も

の
だ
。
靖
國
神
社
と
日
本
国
の
や
り
た
い
放
題
は

絶
対
に
許
さ
な
い
と
い
う
原
告
側
の
意
思
は
、
裁

判
所
に
少
し
は
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

原
告
は
い
ず
れ
も
大
切
な
お
父
さ
ん
や
ご
兄
弟

を
強
制
動
員
さ
れ
、
失
っ
た
方
ば
か
り
だ
。
そ
の

立
場
を
少
し
で
も
理
解
で
き
れ
ば
、「
到
底
い
え

な
い
」
な
ど
と
、
居
丈
高
な
言
葉
を
遺
族
に
投
げ

つ
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
ず
だ
。
今
回
の
判
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特
集
　
敗
戦
74
年
、「
加
害
」と「
被
害
」を
考
え
る
た
め
に

決
は
、植
民
地
支
配
の
歴
史
的
事
実
さ
え
認
め
ず
、

ア
ジ
ア
の
民
衆
か
ら
の
人
権
回
復
の
訴
え
に
憎
悪

を
む
き
出
し
に
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と
本
質
的

に
は
変
わ
ら
な
い
。
日
本
社
会
の
現
状
を
象
徴
す

る
判
決
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
我
々

は
負
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
６
月
７
日
、
原

告
ら
は
東
京
高
等
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
不
当
判

決
に
立
ち
会
っ
た
、
原
告
、
弁
護
団
、
支
援
者
で
、

集
ま
っ
た
地
元
関
係
者
と
和
・
ピ
ー
ス
リ
ン
グ
メ

ン
バ
ー
が
話
し
合
い
、
翌
２
０
１
６
年
5
月
29
日
、

穏
田
区
民
会
館
で
第
1
回
の
山
の
手
空
襲
を
語
り

つ
ぐ
集
い
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
午
前
中
、
プ
レ
企
画
と
し
て
キ
ャ
ッ
ト

ス
ト
リ
ー
ト
遊
歩
道
で
う
ち
ゅ
う
ば
く
は
つ
が
く

だ
ん
に
よ
り
紙
芝
居
『
ラ
イ
オ
ン
マ
ン
』
を
上
演
、

午
後
つ
ど
い
を
開
演
、
第
1
部
で
プ
レ
企
画
と
同

じ
紙
芝
居
、
第
2
部
は
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
表

参
道
界
隈
を
写
し
た
写
真
の
上
映
会
と
体
験
者
に

よ
る
解
説
ト
ー
ク
、
第
3
部
は
青
山
学
院
高
等
部
・

大
学
生
、
地
元
住
民
に
よ
り
体
験
記
を
朗
読
し
ま

し
た
。

２
０
１
７
年
5
月
28
日
の
第
2
回
の
つ
ど
い
か

ら
は
、
第
1
部
を
「
地
図
で
伝
え
る
」
と
し
て
、

ス
ク
リ
ー
ン
に
大
き
な
地
図
を
投
影
し
な
が
ら
、

空
襲
体
験
者
か
ら
戦
前
の
街
・
空
襲
当
夜
の
状
況

の
お
話
、第
2
部
を
「
朗
読 

表
参
道
が
燃
え
た
日
」

と
し
て
、
体
験
記
を
再
構
成
し
た
台
本
を
青
山
学

院
初
中
高
等
部
生
徒
な
ど
、
地
元
で
学
ぶ
学
校
生

徒
や
住
民
、
関
係
者
に
よ
り
朗
読
し
、
そ
の
後
、

朗
読
に
参
加
し
た
若
い
世
代
の
質
問
を
入
口
に
討

論
・
交
流
と
い
う
3
部
構
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
定

着
し
ま
し
た
。

第
3
回
は
２
０
１
８
年
6
月
17
日
に
開
催
、
第

4
回
で
は
定
例
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
え
て
、
空
襲

体
験
記
を
子
ど
も
で
も
読
め
る
よ
う
に
再
編
集
し

た
学
習
用
の
冊
子
『
語
り
つ
ぐ
「
表
参
道
が
燃
え

た
日
」
―
山
の
手
大
空
襲
の
体
験
記　
戦
争
を
知

ら
な
い
子
ど
も
た
ち
と
そ
の
子
た
ち
へ
』
を
刊
行

し
ま
し
た
。

　
　
　
＊

つ
ど
い
実
行
委
員
会
の
軸
に
な
っ
た
の
は
、青
山・

原
宿
地
域
で
１
９
４
５
年
5
月
25
日
の
山
の
手
空

襲
を
体
験
し
た
人
に
呼
び
か
け
て
、『
表
参
道
が
燃

え
た
日
―
山
の
手
大
空
襲
の
体
験
記
』（
２
０
０
８
年
、

増
補
版
２
０
０
０
年
）、『
続
表
参
道
が
燃
え
た
日
―
山

の
手
大
空
襲
の
体
験
記
』（
２
０
１
１
年
）
を
刊
行
し

た
編
集
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
す
。
事
務
局
の
比

留
間
さ
ん
は
、
初
期
か
ら
つ
ど
い
実
行
委
員
会
の

中
心
メ
ン
バ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
体
験
記
集
は
、
２
０
０
７
年
1
月
27
日
、

山
の
手
空
襲
を
語
り
つ
ぐ
集
い

―
山
の
手
空
襲
を
記
録
し
、
伝
え
る
営
み
の
現
在
地

山
本
唯
人

こ
れ
で
も
う
終
わ
り
だ
と
考
え
る
者
は
誰
も
い
な

い
。「
今
日
は
負
け
た
が
、
勝
つ
ま
で
止
ま
る
こ

と
な
く
あ
き
ら
め
ず
に
、
み
な
さ
ん
と
と
も
に

闘
っ
て
い
き
た
い
」（
太
平
洋
戦
争
被
害
者
補
償
推
進
協

議
会
共
同
代
表
・
李
熙
子
さ
ん
）
と
の
呼
び
か
け
に
応

え
、
合
祀
取
消
し
を
実
現
す
る
ま
で
、
共
に
闘
う

こ
と
を
こ
こ
に
決
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
や
ま
も
と・な
お
よ
し
／
ノ
ー
！
ハ
プ
サ
、写
真
提
供
：
筆
者
）

２
０
１
６
年
か
ら
毎
年
1
回
、
表
参
道
界
隈
の

会
場
で
、
山
の
手
空
襲
を
語
り
つ
ぐ
集
い
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
今
年
6
月
16
日
、
渋
谷
区
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー
神
宮
前
で
開
催
し
た
つ
ど
い
で
、
4

回
目
に
な
り
ま
し
た
。

「
語
り
つ
ぐ
集
い
」
の
き
っ
か
け
は
、
２
０
１
５

年
5
月
25
日
、
青
山
善
光
寺
で
恒
例
の
戦
災
殉
難

者
追
善
法
要
に
参
加
し
た
あ
と
、「
表
参
道
が
燃
え

た
日
」
編
集
委
員
会
の
比
留
間
柏
子
さ
ん
と
、
和
・

ピ
ー
ス
リ
ン
グ
の
メ
ン
バ
ー
、
う
ち
ゅ
う
ば
く
は
つ

が
く
だ
ん
の
シ
マ
カ
ワ
コ
ウ
ジ
さ
ん
で
、
語
り
合
っ

た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

10
月
22
日
、
表
参
道
北
村
ビ
ル
の
ア
グ
ネ
技
術

セ
ン
タ
ー
会
議
室
に
、
比
留
間
さ
ん
の
お
世
話
で


